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平成 30年度 沼津市中心市街地まちづくり戦略  

中央公園再整備に向けた民間活力導入検討調査業務委託 公募仕様書 

 

１ 適用 

本仕様書は、平成 30年度に沼津市が実施する「沼津市中心市街地まちづくり戦略 中央公園再

整備に向けた民間活力導入検討調査業務委託」（以下「本業務」という。）に関する特記事項を示

すものである。 

 

２ 目的 

沼津市は、沼津駅を中心に商業や業務機能、教養・文化施設などの機能が集積し、本市のみな

らず静岡県東部地域における経済的・都市的活動の中心的な役割を担ってきた。今後もにぎわい

と活力のある都市として成長していくために、まちの顔である中心市街地の活性化が必要であり、

平成 29年１月に策定した「第２次沼津市都市計画マスタープラン」において、沼津駅周辺は「沼

津駅周辺整備を中心とした中心市街地のまちづくり」を基本戦略として位置付けている。 

中心市街地がまちの顔として人が集まり楽しく快適に過ごせる魅力的な空間となるよう検討を

深めていくため、平成 29年度に「沼津市まちづくり戦略会議」を開催し、中心市街地の現状と課

題等を整理するとともに、市民・事業者・行政が一体となって戦略的にまちづくりを推進するこ

とを目指し、中心市街地の将来像の実現に向けた考え方である「沼津市中心市街地まちづくり戦

略に向けて」（市 HP参照）をとりまとめたところである。 

公園緑地全般に言えることは、より効果的・効率的な維持・運営管理が求められる一方で、市

民ニーズの多様化・高度化への対応が必要となっているが、限られた財源の中で新しい公園緑地

の整備や充実した維持・運営管理等の対応が十分に行き届かない状況となっている。このような

状況を背景に、今後、従来の行政主体での維持・運営管理を継続していくだけでは、地域や多様

な市民ニーズに応えることは難しく、公園緑地が本来有する機能や魅力を十分に発揮することが

できなくなることが懸念される。また、平成 29年に都市公園法等が改正され、公園を柔軟に活用

した新たな事業展開が可能な状況となったことから、今後は行政だけでなく、市民・事業者・地

域コミュニティなど、様々な主体の参加・連携により新たな発想で公園緑地の維持・運営管理に

取り組むことを目的に、「沼津市パークマネジメントプラン（以下「プラン」という。」）を平成

30年４月に策定した。 

プランでは、市民や行政等の視点による多様な課題に対して、より多くの課題を解決し、多様

化する住民ニーズに柔軟に対応していくための方策として展開方針を設定し、「公園緑地の魅力を

引き出す民間の取り組み支援」を展開方針の一つとして定め、行政の取り組みとして「設置管理

許可制度・Park－PFI などの制度活用の検討」を挙げており、今回、沼津市中心市街地まちづく

り戦略の一環として沼津市が管理する中央公園を対象として、公園の利便性の向上、にぎわい創

出等を図るために、民間活力導入に向け「最小の経費で最大の効果」が得られる最適な手法を検

討するための業務を実施するものである。 
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３ 公園概要 

１ 中央公園 

所在地：沼津市大手町 4丁目 185-4外 

面積：0.61ha（開設面積 0.61ha） 

公園種別：街区公園 

第２次沼津市都市計画マスタープランの位置づけ： 

・「健康・文化・交流ゾーン」の拠点の１つとして位置付け 

  ・中心市街地のにぎわいや憩い、コミュニティ活動を支える公共空間として維持してい

くとともに、民間活力を導入した質の高い空間を創出する。 

  ・整備にあっては、市街地と狩野川をつなぐ空間として、狩野川や香貫山の見せ方や、

狩野川へのエントランス機能の導入等に配慮する。 

沼津市緑の基本計画の位置付け： 

  ・狩野川河川敷のスポーツレクリエーション利用と機能を分担し、花と緑につつまれた

静的レクリエーション機能を充実させる。 

 沼津市パークマネジメントプランでの位置付け 

  ・年間を通じたにぎわい・交流を目指した集客力のあるパークマネジメントの視点によ

り、広域からの集客、民間の参入・継続的な利活用を図っていく。 

その他： 

 ・平成 22年度から来街者の増加・中心市街地のにぎわいを創出・まちなか回遊性の促進

を目的として、「沼津ランニング＆スキルズステーション」を民間事業者が都市公園法

第５条第１項に基づき設置している。 

下記に「沼津ランニング＆スキルズステーション」の概要を記載する。 

 

施設所在地：沼津市大手町４丁目 185－４ 

運営事業者：沼津市大岡 2133-54 株式会社 M’ｓPLANNING 

施設構成：更衣室、シャワーブース、トイレ、休息スペース等 

設置許可期間：平成 30年４月１日～平成 31年３月 31 日（１年毎に設置許可） 

設置許可施設・面積：鉄骨造平屋建て 57.96 ㎡ 

 

４ 業務内容 

 中央公園の概要、機能等を確認・整理するとともに、民間活力の導入に向けての調査を行い、

最適な事業スキームについて基本的な考え方や事業要件を整理する。なお、事業スキームについ

ては「最小の経費で最大の効果」をもたらすよう、多様な民間活力導入の事業手法について検討

する。なお、本業務は、【２．１ 事業手法比較検討】に重点を置くものとする。 

【民間事業者ヒアリング】 

1.1公園概要書作成 

民間事業者ヒアリングに先立ち、現地踏査を行い現況把握後、既存資料から中央公園の概要、

事業コンセプト、現在の公園利用者数、ポテンシャル等について整理し、民間事業者に提供する
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公園概要書を作成する。 

1.2対象事業者リスト作成 

 中央公園で民間活用が想定される事業者をリストアップし、対象事業者リストを作成する。 

1.3意向調査アンケート作成 

民間事業者ヒアリングに先立ち、民間活力を導入するための事業手法や民間活用のアイディア

などを確認するためのアンケートを作成する。なお、アンケートは民間事業者に提出させる書面、

資料等のボリュームは少なくするなど、可能な限り民間事業者の負担を軽減することで、アンケ

ート回答率が高くなるように工夫し作成すること。 

1.4意向調査アンケート実施 

民間活力を導入するための事業手法や民間活用のアイディアなどを確認するためのアンケート

を実施する。なお、アンケート対象は 50社程度、回収率は 50％程度を想定している。 

1.5民間事業者ヒアリング実施資料作成 

 1.4 の意向調査アンケート結果を踏まえ、民間活力導入の可能性のある民間事業者のピックア

ップ及び民間事業者ヒアリング実施時に提供する資料（1.4 の意向調査アンケート結果を踏まえ

た実施方針（基本方針）、基本スキーム案等の公募概要資料）の作成を行う。また、民間事業者ヒ

アリング時に使用する質問事項（民間活力のアイディア、民間活力を活用するエリア、民間事業

者が参加しやすい公募条件のあり方、民間事業者の負担料金、公共への還元等）を整理する。 

1.6民間事業者ヒアリング実施 

 民間活力導入の可能性のある民間事業者に対し、ヒアリングを実施する。なお、ヒアリング対

象数は 10社程度を想定している。 

【事業手法検討】 

2.1事業手法比較検討 

民間事業者ヒアリング結果に基づき、民間活力による公園整備、管理の事業スキームを検討す

る。なお、都市公園の整備、管理に関する事業手法については、これまでの手法にとらわれるこ

となく、「最小の経費で最大の効果」をもたらすよう、P-PFI事業や施設設置・管理許可制度など、

様々な手法の中から最適な手法を選択するものとする。 

2.2 PFI事業の必要事項検討 

 PFI事業が最適な手法と判断した場合は、VFMの算定等の PFI事業に必要な事項を検討する。 

【事業化に向けた課題整理・整備方針の策定、公園整備のスケジュール作成】 

3.1事業化に向けた課題整理・整備方針の策定 

 民間事業者へのヒアリングの結果に基づき、事業化に向けた課題を整理し、スケジュールを作

成する。また、中央公園再整備に向けた整備方針について、イメージ図を添えてまとめる。 

3.2公園整備のスケジュール作成 

 中央公園再整備に向けた整備方針に基づき、公園整備のスケジュールを作成する。 

【協議・打合せ】 

4.1打合せ協議 

業務着手時・中間時(２回想定)・納入時とする。 
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５ 履行期間 

 契約締結日から平成 31年３月 29日まで 

 

６ 契約金額上限額 

 5,000,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

７ 成果品 

成果品は以下のとおりとする。 

・報告書 Ａ４版 ３部（パイプファイル製本）(成果概要版を含む) 

・上記及び上記策定のために収集した資料の電子データ  １式（CD－ROM等）※ 

  ※電子データは Microsoft製 Word又は Excelで編集可能な電子データを原則とし、作図など 

で他の形式データを用いる場合には、委託者の了解を得るものとする。 

 

８ 再委託の制限等 

⑴ 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

⑵ 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができる。この場合、事前に沼津市に対

し書面にて再委託の内容、再委託先（商号又は名称）、金額その他再委託先に対する管理方法

等必要事項の承認を受けなければならない。 

 

９ 資料の貸与 

  沼津市は、業務の遂行上必要な資料で、沼津市が所有している提供可能な資料について貸与

する。この場合、受託者は業務完了後に速やかに返却しなければならない。これにより受領し

た資料等は、市の了解なく公表・使用はできないものとする。また、市から提供のない資料に

ついては、受託者がその責任のもとにこれを収集すること。 

 

10 その他 

⑴ 本業務は、沼津市業務委託契約約款に基づき、契約を履行する。 

⑵ 受託者は、本業務の目的や意図を十分に理解した上で、誠意をもって業務を遂行するもの

とする。 

 ⑶ 受託者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、受託者は、本業務の実

施にあたり個人情報を取扱う場合は、沼津市個人情報保護条例（平成 12 年条例条例 38 号）

及び個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 ⑷ 本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、沼津市及び受託者が協議

の上、定めるものとする。 

 


